
一
頁

○
総
務
省
令
第
八
十
五
号

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
及
び
地
方
税
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
二
百
四
十
五
号
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
九
月
三
十
日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

地
方
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
条
の
五
中
「
年
月
日
」
の
下
に
「
並
び
に
個
人
番
号
」
を
加
え
る
。

附
則
第
四
条
第
十
二
項
第
一
号
及
び
第
十
三
項
第
一
号
中
「
及
び
住
所
又
は
居
所
」
を
「
、
住
所
又
は
居
所
及
び
個
人
番

号
（
個
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
）
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
条
の
四
第
九
項
第
二
号
中
「
（
平
成
十
九
年
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
告
示
第
五
号
）
」
を
「
（
平
成
二
十

七
年
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
告
示
第
一
号
）
」
に
改
め
る
。



二
頁

附
則
第
四
条
の
七
第
十
項
中
「
第
八
条
の
三
十
八
第
一
項
第
三
号
中
「
又
は
設
備
」
と
あ
る
の
は
「
、
車
両
又
は
設
備
」

」
を
「
第
八
条
の
三
十
八
第
一
項
第
一
号
中
「
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
軽
油
引
取
税
に
つ
い

て
同
じ
。
）
又
は
法
人
番
号
（
同
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
同
じ
。
）
（

個
人
番
号
若
し
く
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
又
は
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
一
第
二
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
代
表
者
を
定

め
て
免
税
軽
油
使
用
者
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
又
は
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所

の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称
）
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
氏
名
又
は
名
称
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
又
は
設
備
」
と
あ
る
の

は
「
、
車
両
又
は
設
備
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
（
個
人
番
号
又
は
法
人

番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
住
所
又
は
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称
）
」
と
あ
る
の
は

「
及
び
氏
名
又
は
名
称
」
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
条
の
八
第
二
項
中
「
第
十
六
号
の
十
六
様
式
か
ら
第
十
六
号
の
二
十
四
様
式
」
を
「
第
十
六
号
の
十
六
の
二
様

式
、
第
十
六
号
の
十
七
の
二
様
式
か
ら
第
十
六
号
の
二
十
四
様
式
ま
で
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
三
条
の
三
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
三
条
の
三
第
九
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
十
三
条
の
三
第
十
項
第
一
号
イ



三
頁

」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
第
十
三
条
の
三
第
九
項
第
二
号
イ
」
を
「
第
十
三
条
の
三
第
十
項
第
二
号
イ
」
に
改
め
、

同
項
第
三
号
イ
中
「
第
十
三
条
の
三
第
九
項
第
三
号
イ
」
を
「
第
十
三
条
の
三
第
十
項
第
三
号
イ
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項

第
二
号
中
「
第
十
三
条
の
三
第
十
一
項
第
二
号
」
を
「
第
十
三
条
の
三
第
十
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
第
一
号

中
「
第
十
三
条
の
三
第
十
二
項
第
一
号
」
を
「
第
十
三
条
の
三
第
十
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
第
十
三
条

の
三
第
十
三
項
」
を
「
第
十
三
条
の
三
第
十
四
項
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式

挿
入

第
一
号
様
式
記
載
要
領
を
同
様
式
記
載
要
領
１
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
、

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
三
号
様
式
別
表
裏
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
号
様
式
別
表
裏
面

挿
入

第
五
号
の
四
様
式
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



四
頁

第
五
号
の
四
様
式
表
面

挿
入

第
五
号
の
四
様
式
裏
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
号
の
四
様
式
裏
面

挿
入

第
五
号
の
四
様
式
別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
号
の
四
様
式
別
表

挿
入

第
五
号
の
五
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
号
の
五
様
式

挿
入

第
五
号
の
五
の
二
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
号
の
五
の
二
様
式

挿
入

第
五
号
の
五
の
三
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
号
の
五
の
三
様
式

挿
入

第
五
号
の
六
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
号
の
六
様
式

挿
入



五
頁

第
五
号
の
七
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
号
の
七
様
式

挿
入

第
五
号
の
八
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
号
の
八
様
式

挿
入

第
六
号
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
の
表

挿
入

第
六
号
様
式
記
載
要
領

を
同
様
式
記
載
要
領

と
し
、
同
様
式
記
載
要
領

を
同
様
式
記
載
要
領

と
し
、
同
様
式
記

23

24

22

23

載
要
領

を
同
様
式
記
載
要
領

と
し
、
同
様
式
記
載
要
領

中
「欄

は

」
の
次
に
「地

方
税

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

21

22

20

、

律

（平
成

2
5
年

法
律

第
３

号

）第
２

条
の

規
定

に
よ

る
改

正
前

の

」
を
、
「お

い
て

」
の
次
に
「地

方
税

法
施

行
令

の
一

、

部
を

改
正

す
る

政
令

（平
成

2
5
年

政
令

第
1
7
3
号

）の
規

定
に

よ
る

改
正

前
の

」
を
加
え
、
同
様
式
記
載
要
領

を
同
様
式
記

20

載
要
領

と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
４
か
ら
同
様
式
記
載
要
領

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
様
式
記
載
要
領
３
の
次
に

21

19

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
、



六
頁

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
六
号
様
式
別
表
一
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
別
表
一
の
表

挿
入

第
六
号
様
式
別
表
一
記
載
要
領
７
を
同
表
記
載
要
領
８
と
し
、
同
表
記
載
要
領
６
を
同
表
記
載
要
領
７
と
し
、
同
表
記
載

要
領
５
を
同
表
記
載
要
領
６
と
し
、
同
表
記
載
要
領
４
中
「
（別

表
６

の
２

(
１

)

）の
(
2
2
)
の

欄

」
を
「
（別

表
６

の
２

(
１

)
付

表

）の
(
3
1
)
の

欄

」
に
改
め
、
同
表
記
載
要
領
４
を
同
表
記
載
要
領
５
と
し
、
同
表
記
載
要
領
３
を
同
表
記
載
要
領
４
と

し
、
同
表
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号
（行

政
手

続
に

お
け

る
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

、

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
六
号
様
式
別
表
五
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
別
表
五
の
表

挿
入

第
六
号
様
式
別
表
五
記
載
要
領
５
を
同
表
記
載
要
領
６
と
し
、
同
表
記
載
要
領
４
を
同
表
記
載
要
領
５
と
し
、
同
表
記
載

要
領
３
を
同
表
記
載
要
領
４
と
し
、
同
表
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



七
頁

３

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
、

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。
第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
表

挿
入

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
記
載
要
領
３
を
同
表
記
載
要
領
４
と
し
、
同
表
記
載
要
領
２
を
同
表
記
載
要
領
３
と
し
、
同
表

記
載
要
領
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
、

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
二
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
二
の
表

挿
入

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
二
記
載
要
領
２
を
同
表
記
載
要
領
３
と
し
、
同
表
記
載
要
領
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
、

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。



八
頁

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
三
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
三
の
表

挿
入

第
六
号
様
式
別
表
五
の
二
の
三
記
載
要
領
４
を
同
表
記
載
要
領
５
と
し
、
同
表
記
載
要
領
３
を
同
表
記
載
要
領
４
と
し
、

同
表
記
載
要
領
２
を
同
表
記
載
要
領
３
と
し
、
同
表
記
載
要
領
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
、

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
六
号
様
式
別
表
五
の
三
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
別
表
五
の
三
の
表

挿
入

第
六
号
様
式
別
表
五
の
三
記
載
要
領
２
を
同
表
記
載
要
領
３
と
し
、
同
表
記
載
要
領
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
、

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
六
号
様
式
別
表
五
の
四
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
別
表
五
の
四
の
表

挿
入



九
頁

第
六
号
様
式
別
表
五
の
四
記
載
要
領
２
を
同
表
記
載
要
領
３
と
し
、
同
表
記
載
要
領
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
「法

人
番

号

」欄
に

は
法

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
、

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
六
号
様
式
別
表
五
の
五
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
別
表
五
の
五
の
表

挿
入

第
六
号
様
式
別
表
五
の
五
記
載
要
領
２
を
同
表
記
載
要
領
３
と
し
、
同
表
記
載
要
領
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
、

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
六
号
様
式
別
表
十
四
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
号
様
式
別
表
十
四
の
表

挿
入

第
六
号
様
式
別
表
十
四
記
載
要
領
３
を
同
表
記
載
要
領
４
と
し
、
同
表
記
載
要
領
２
を
同
表
記
載
要
領
３
と
し
、
同
表
記

載
要
領
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
、



一
〇
頁

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
六
号
の
二
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
号
の
二
様
式
の
表

挿
入

第
六
号
の
二
様
式
記
載
要
領
５
を
同
様
式
記
載
要
領
６
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
４
を
同
様
式
記
載
要
領
５
と
し
、
同
様

式
記
載
要
領
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
、

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
七
号
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
の
表

挿
入

第
七
号
様
式
記
載
要
領
８
を
同
様
式
記
載
要
領
９
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
４
か
ら
同
様
式
記
載
要
領
７
ま
で
を
一
ず
つ

繰
り
下
げ
、
同
様
式
記
載
要
領
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
、

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。



一
一
頁

第
十
号
の
二
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
号
の
二
様
式
の
表

挿
入

第
十
号
の
二
様
式
記
載
要
領
５
を
同
様
式
記
載
要
領
６
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
４
を
同
様
式
記
載
要
領
５
と
し
、
同
様

式
記
載
要
領
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
、

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
十
号
の
三
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
号
の
三
様
式
の
表

挿
入

第
十
号
の
三
様
式
記
載
要
領
９
を
同
様
式
記
載
要
領

と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
４
か
ら
同
様
式
記
載
要
領
８
ま
で
を
一

10

ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
様
式
記
載
要
領
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
、

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
十
号
の
四
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



一
二
頁

第
十
号
の
四
様
式
の
表

挿
入

第
十
号
の
四
様
式
記
載
要
領
７
を
同
様
式
記
載
要
領
８
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
４
か
ら
同
様
式
記
載
要
領
６
ま
で
を
一

ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
様
式
記
載
要
領
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
、

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
十
号
の
五
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
号
の
五
様
式
の
表

挿
入

第
十
号
の
五
様
式
記
載
要
領
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
、

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
十
一
号
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
一
号
様
式
の
表

挿
入

第
十
一
号
様
式
記
載
要
領
４
を
同
様
式
記
載
要
領
５
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



一
三
頁

４

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
、

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。
第
十
二
号
の
二
様
式
の
表
中
「法

人
番

号

」
を
「管

理
番

号

」
に
改
め
る
。

第
十
二
号
の
三
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
二
号
の
三
様
式

挿
入

第
十
二
号
の
四
の
三
様
式
の
表
種
類
の
欄
中
「
低
当
証
券
」
を
「
抵
当
証
券
」
に
改
め
る
。

第
十
二
号
の
四
の
三
様
式
備
考
２

イ
中
「第

９
条

の
２

第
１

項
に

規
定

す
る

老
人

等
の

郵
便

貯
金

の
利

子
同

法

」
を

(1)
、

削
り
、
「老

人
等

の
少

額
預

金

」
を
「障

害
者

等
の

少
額

預
金

」
に
、
「老

人
等

の
少

額
公

債

」
を
「障

害
者

等
の

少
額

公

債

」
に
改
め
る
。

第
十
二
号
の
五
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
二
号
の
五
様
式

挿
入

第
十
二
号
の
六
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
二
号
の
六
様
式

挿
入



一
四
頁

第
十
二
号
の
七
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
二
号
の
七
様
式

挿
入

第
十
二
号
の
九
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
二
号
の
九
様
式

挿
入

第
十
二
号
の
十
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
二
号
の
十
様
式

挿
入

第
十
二
号
の
十
二
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
二
号
の
十
二
様
式

挿
入

第
十
二
号
の
十
三
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
二
号
の
十
三
様
式

挿
入

第
十
二
号
の
十
五
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
二
号
の
十
五
様
式

挿
入

第
十
三
号
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



一
五
頁

第
十
三
号
様
式
の
表

挿
入

第
十
三
号
様
式
記
載
要
領
５
を
同
様
式
記
載
要
領
６
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
４
を
同
様
式
記
載
要
領
５
と
し
、
同
様
式

記
載
要
領
３
を
同
様
式
記
載
要
領
４
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
、

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
十
三
号
の
二
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
三
号
の
二
様
式
の
表

挿
入

第
十
三
号
の
二
様
式
記
載
要
領
８
を
同
様
式
記
載
要
領
９
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
２
か
ら
同
様
式
記
載
要
領
７
ま
で
を

一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
様
式
記
載
要
領
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
、

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
十
四
号
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
四
号
様
式
の
表

挿
入



一
六
頁

第
十
四
号
様
式
記
載
要
領
６
を
同
様
式
記
載
要
領
７
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
２
か
ら
同
様
式
記
載
要
領
５
ま
で
を
一
ず

つ
繰
り
下
げ
、
同
様
式
記
載
要
領
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
、

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
十
四
号
の
二
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
四
号
の
二
様
式
の
表

挿
入

第
十
四
号
の
二
様
式
記
載
要
領
を
同
様
式
記
載
要
領
２
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
に
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１

「個
人

番
号

」欄
に

は
個

人
番

号
（行

政
手

続
に

お
け

る
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

、

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
十
六
号
様
式
（
提
出
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
様
式
（
提
出
用
）

挿
入

第
十
六
号
様
式
記
載
要
領
７
を
同
様
式
記
載
要
領
８
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
３
か
ら
同
様
式
記
載
要
領
６
ま
で
を
一
ず

つ
繰
り
下
げ
、
同
様
式
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



一
七
頁

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
申

告
者

が
個

人
の

場
合

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
、

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
し

。
、

法
人

の
場

合
に

は
法

人
番

号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
十
六
号
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）

挿
入

第
十
六
号
様
式
別
表
一
記
載
要
領
４
を
同
表
記
載
要
領
５
と
し
、
同
表
記
載
要
領
３
を
同
表
記
載
要
領
４
と
し
、
同
表
記

載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
申

告
者

が
個

人
の

場
合

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
、

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
し

。
、

法
人

の
場

合
に

は
法

人
番

号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
十
六
号
様
式
別
表
二
（
提
出
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
様
式
別
表
二
（
提
出
用
）

挿
入

第
十
六
号
様
式
別
表
二
記
載
要
領
４
を
同
表
記
載
要
領
５
と
し
、
同
表
記
載
要
領
３
を
同
表
記
載
要
領
４
と
し
、
同
表
記



一
八
頁

載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
「個

人
番

号
又

は
法

人
番

号

」欄
に

は
申

告
者

が
個

人
の

場
合

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
、

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
し

。
、

法
人

の
場

合
に

は
法

人
番

号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
十
六
号
の
二
様
式
（
提
出
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
二
様
式
（
提
出
用
）

挿
入

第
十
六
号
の
二
様
式
記
載
要
領
８
を
同
様
式
記
載
要
領
９
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
３
か
ら
同
様
式
記
載
要
領
７
ま
で
を

一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
様
式
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
申

告
者

が
個

人
の

場
合

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
、

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
し

。
、

法
人

の
場

合
に

は
法

人
番

号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）

挿
入



一
九
頁

第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
一
記
載
要
領
３
を
同
表
記
載
要
領
４
と
し
、
同
表
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
「個

人
番

号
又

は
法

人
番

号

」欄
に

は
申

告
者

が
個

人
の

場
合

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
、

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
し

。
、

法
人

の
場

合
に

は
法

人
番

号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
二
（
提
出
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
二
（
提
出
用
）

挿
入

第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
二
記
載
要
領
４
を
同
表
記
載
要
領
５
と
し
、
同
表
記
載
要
領
３
を
同
表
記
載
要
領
４
と
し
、
同

表
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
申

告
者

が
個

人
の

場
合

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
、

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
し

。
、

法
人

の
場

合
に

は
法

人
番

号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
三
（
提
出
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
三
（
提
出
用
）

挿
入



二
〇
頁

第
十
六
号
の
二
様
式
別
表
三
記
載
要
領
３
を
同
表
記
載
要
領
４
と
し
、
同
表
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
「個

人
番

号
又

は
法

人
番

号

」欄
に

は
申

告
者

が
個

人
の

場
合

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
、

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
し

。
、

法
人

の
場

合
に

は
法

人
番

号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
十
六
号
の
三
様
式
（
提
出
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
三
様
式
（
提
出
用
）

挿
入

第
十
六
号
の
三
様
式
記
載
要
領
３
を
同
様
式
記
載
要
領
４
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
申

告
者

が
個

人
の

場
合

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
、

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
し

。
、

法
人

の
場

合
に

は
法

人
番

号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
十
六
号
の
五
様
式
（
提
出
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
五
様
式
（
提
出
用
）

挿
入

第
十
六
号
の
五
様
式
記
載
要
領
６
を
同
様
式
記
載
要
領
７
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
５
を
同
様
式
記
載
要
領
６
と
し
、
同



二
一
頁

様
式
記
載
要
領
４
を
同
様
式
記
載
要
領
５
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
「個

人
番

号
又

は
法

人
番

号

」欄
に

は
申

告
者

が
個

人
の

場
合

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
、

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
し

。
、

法
人

の
場

合
に

は
法

人
番

号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
十
六
号
の
六
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
六
様
式
の
表

挿
入

第
十
六
号
の
六
様
式
記
載
要
領
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
申

請
者

が
個

人
の

場
合

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
、

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
し

。
、

法
人

の
場

合
に

は
法

人
番

号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
十
六
号
の
六
様
式
別
表
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
六
様
式
別
表
の
表

挿
入

第
十
六
号
の
六
様
式
別
表
記
載
要
領
を
同
表
記
載
要
領
１
と
し
、
同
表
記
載
要
領
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



二
二
頁

２

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
申

請
者

が
個

人
の

場
合

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
、

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
し

。
、

法
人

の
場

合
に

は
法

人
番

号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
十
六
号
の
七
様
式
（
提
出
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
七
様
式
（
提
出
用
）

挿
入

第
十
六
号
の
七
様
式
記
載
要
領
４
を
同
様
式
記
載
要
領
５
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
３
を
同
様
式
記
載
要
領
４
と
し
、
同

様
式
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
申

告
者

が
個

人
の

場
合

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
、

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
し

。
、

法
人

の
場

合
に

は
法

人
番

号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
十
六
号
の
八
様
式
（
提
出
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
八
様
式
（
提
出
用
）

挿
入

第
十
六
号
の
八
様
式
記
載
要
領
６
を
同
様
式
記
載
要
領
７
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
５
を
同
様
式
記
載
要
領
６
と
し
、
同



二
三
頁

様
式
記
載
要
領
４
を
同
様
式
記
載
要
領
５
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
「個

人
番

号
又

は
法

人
番

号

」欄
に

は
報

告
者

が
個

人
の

場
合

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
、

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
し

。
、

法
人

の
場

合
に

は
法

人
番

号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
十
六
号
の
十
様
式
（
提
出
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
十
様
式
（
提
出
用
）

挿
入

第
十
六
号
の
十
様
式
記
載
要
領
７
を
同
様
式
記
載
要
領
８
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
３
か
ら
同
様
式
記
載
要
領
６
ま
で
を

一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
様
式
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
登

録
特

別
徴

収
義

務
者

の
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
、

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

以
下

同
じ

。

）

。

又
は

法
人

番
号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

。
。

」欄
に

個
人

番
号

を
記

載
す

る
場

合
に

は
左

側
を

１
文

字
空

け
て

記
載

す
る

こ
と

、
。

第
十
六
号
の
十
二
様
式
（
提
出
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



二
四
頁

第
十
六
号
の
十
二
様
式
（
提
出
用
）

挿
入

第
十
六
号
の
十
二
様
式
備
考
５
を
同
様
式
備
考
６
と
し
、
同
様
式
備
考
２
か
ら
同
様
式
備
考
４
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、

同
様
式
備
考
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
納

税
者

の
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
、

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

以
下

同
じ

。

）又
は

法
人

番
号

。

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

個
人

番
。

。

号
を

記
載

す
る

場
合

に
は

左
側

を
１

文
字

空
け

て
記

載
す

る
こ

と
、

。

第
十
六
号
の
十
四
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
十
四
様
式
の
表

挿
入

第
十
六
号
の
十
四
様
式
記
載
要
領
５
を
同
様
式
記
載
要
領
６
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
４
を
同
様
式
記
載
要
領
５
と
し
、

同
様
式
記
載
要
領
３
を
同
様
式
記
載
要
領
４
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
特

別
徴

収
義

務
者

の
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
、

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

以
下

同
じ

）又
は

。
。



二
五
頁

法
人

番
号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
。

。

に
個

人
番

号
を

記
載

す
る

場
合

に
は

左
側

を
１

文
字

空
け

て
記

載
す

る
こ

と
、

。
第
十
六
号
の
十
六
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
十
六
様
式

挿
入

第
十
六
号
の
十
六
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第
十
六
号
の
十
六
の
二
様
式

挿
入

第
十
六
号
の
十
七
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
十
七
様
式
の
表

挿
入

第
十
六
号
の
十
七
様
式
記
載
要
領
１
中
「申

請
書

は

」
の
次
に
「地

方
税

法
第

1
4
4
条

の
2
1
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

」
を

、

加
え
、
同
様
式
記
載
要
領
６
を
同
様
式
記
載
要
領
７
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
３
か
ら
同
様
式
記
載
要
領
５
ま
で
を
一
ず
つ

繰
り
下
げ
、
同
様
式
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「代
表

者
の

個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
代

表
者

の
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
、

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

以
下

同
じ

。

）又
は

。



二
六
頁

法
人

番
号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と

「代
表

者
の

個
人

番
号

又
は

法
人

。
。

番
号

」欄
に

個
人

番
号

を
記

載
す

る
場

合
に

は
左

側
を

１
文

字
空

け
て

記
載

す
る

こ
と

、
。

第
十
六
号
の
十
七
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

第
十
六
号
の
十
七
の
二
様
式

挿
入

第
十
六
号
の
二
十
五
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
二
十
五
様
式
の
表

挿
入

第
十
六
号
の
二
十
五
様
式
記
載
要
領
３
を
同
様
式
記
載
要
領
４
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

３
申

請
者

が
法

人
で

あ
る

場
合

に
は

「法
人

番
号

」欄
に

申
請

者
の

法
人

番
号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
、

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
。

こ
と

。

第
十
六
号
の
二
十
八
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
二
十
八
様
式
の
表

挿
入



二
七
頁

第
十
六
号
の
二
十
八
様
式
記
載
要
領
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
「個

人
番

号
又

は
法

人
番

号

」欄
に

は
申

請
者

の
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
、

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

以
下

同
じ

。

）又
は

法
人

番
号

。

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

個
人

番
。

。

号
を

記
載

す
る

場
合

に
は

左
側

を
１

文
字

空
け

て
記

載
す

る
こ

と
、

。

第
十
六
号
の
二
十
九
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
二
十
九
様
式
の
表

挿
入

第
十
六
号
の
二
十
九
様
式
記
載
要
領
４
を
同
様
式
記
載
要
領
５
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
３
を
同
様
式
記
載
要
領
４
と
し
、

同
様
式
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
申

請
者

の
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
、

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

以
下

同
じ

）又
は

法
人

番
号

。
。

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

個
人

番
。

。

号
を

記
載

す
る

場
合

に
は

左
側

を
１

文
字

空
け

て
記

載
す

る
こ

と
、

。



二
八
頁

第
十
六
号
の
三
十
一
様
式
（
そ
の
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
三
十
一
様
式
（
そ
の
一
）

挿
入

第
十
六
号
の
三
十
一
様
式
記
載
要
領
５
を
同
様
式
記
載
要
領
６
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
４
を
同
様
式
記
載
要
領
５
と
し
、

同
様
式
記
載
要
領
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
申

請
者

の
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
、

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

以
下

同
じ

。

）又
は

法
人

番
号

。

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

個
人

番
。

。

号
を

記
載

す
る

場
合

に
は

左
側

を
１

文
字

空
け

て
記

載
す

る
こ

と
、

。

第
十
六
号
の
三
十
二
様
式
（
そ
の
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
三
十
二
様
式
（
そ
の
一
）

挿
入

第
十
六
号
の
三
十
二
様
式
記
載
要
領
５
を
同
様
式
記
載
要
領
６
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
４
を
同
様
式
記
載
要
領
５
と
し
、

同
様
式
記
載
要
領
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
申

請
者

の
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
、



二
九
頁

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

以
下

同
じ

。

）又
は

法
人

番
号

。

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

個
人

番
。

。

号
を

記
載

す
る

場
合

に
は

左
側

を
１

文
字

空
け

て
記

載
す

る
こ

と
、

。

第
十
六
号
の
三
十
三
様
式
（
そ
の
一
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
三
十
三
様
式
（
そ
の
一
）

挿
入

第
十
六
号
の
三
十
三
様
式
記
載
要
領
５
を
同
様
式
記
載
要
領
６
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
４
を
同
様
式
記
載
要
領
５
と
し
、

同
様
式
記
載
要
領
３
を
同
様
式
記
載
要
領
４
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
申

請
者

の
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
、

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

以
下

同
じ

。

）又
は

法
人

番
号

。

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

個
人

番
。

。

号
を

記
載

す
る

場
合

に
は

左
側

を
１

文
字

空
け

て
記

載
す

る
こ

と
、

。

第
十
六
号
の
三
十
五
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
三
十
五
様
式
の
表

挿
入



三
〇
頁

第
十
六
号
の
三
十
五
様
式
記
載
要
領
６
を
同
様
式
記
載
要
領
７
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
５
を
同
様
式
記
載
要
領
６
と
し
、

同
様
式
記
載
要
領
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
元

売
業

者
特

約
業

者
石

油
製

品
販

売
業

者
又

は
軽

油
製

造
業

者
等

の
、

、
、

個
人

番
号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
す

る
法

律
第

２
条

第
５

項
に

規
定

す
る

個
人

番
号

を
い

う
以

下
同

じ

。
）又

は
法

人
番

号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
。

。

記
載

す
る

こ
と

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

個
人

番
号

を
記

載
す

る
場

合
に

は
左

側
を

１
文

字
空

け
て

記
。

、

載
す

る
こ

と
。

第
十
六
号
の
三
十
六
様
式
（
提
出
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
三
十
六
様
式
（
提
出
用
）

挿
入

第
十
六
号
の
三
十
六
様
式
記
載
要
領
５
を
同
様
式
記
載
要
領
６
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

５

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
元

売
業

者
特

約
業

者
石

油
製

品
販

売
業

者
又

は
軽

油
製

造
業

者
等

の
、

、
、

個
人

番
号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
す

る
法

律
第

２
条

第
５

項
に



三
一
頁

規
定

す
る

個
人

番
号

を
い

う
以

下
同

じ

。

）又
は

法
人

番
号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
。

。

記
載

す
る

こ
と

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

個
人

番
号

を
記

載
す

る
場

合
に

は
左

側
を

１
文

字
空

け
て

記
。

、

載
す

る
こ

と
。

第
十
六
号
の
三
十
七
様
式
（
提
出
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
三
十
七
様
式
（
提
出
用
）

挿
入

第
十
六
号
の
三
十
七
様
式
記
載
要
領
５
を
同
様
式
記
載
要
領
６
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
２
か
ら
同
様
式
記
載
要
領
４
ま

で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
様
式
記
載
要
領
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
報

告
者

の
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
、

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

以
下

同
じ

。

）又
は

法
人

番
号

。

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

個
人

番
。

。

号
を

記
載

す
る

場
合

に
は

左
側

を
１

文
字

空
け

て
記

載
す

る
こ

と
、

。

第
十
六
号
の
三
十
八
様
式
（
提
出
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
三
十
八
様
式
（
提
出
用
）

挿
入



三
二
頁

第
十
六
号
の
三
十
八
様
式
記
載
要
領
５
を
同
様
式
記
載
要
領
６
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
２
か
ら
同
様
式
記
載
要
領
４
ま

で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
様
式
記
載
要
領
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
報

告
者

の
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
、

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

以
下

同
じ

。

）又
は

法
人

番
号

。

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

個
人

番
。

。

号
を

記
載

す
る

場
合

に
は

左
側

を
１

文
字

空
け

て
記

載
す

る
こ

と
、

。

第
十
六
号
の
三
十
九
様
式
（
提
出
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
三
十
九
様
式
（
提
出
用
）

挿
入

第
十
六
号
の
三
十
九
様
式
記
載
要
領
３
を
同
様
式
記
載
要
領
４
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
２
を
同
様
式
記
載
要
領
３
と
し
、

同
様
式
記
載
要
領
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
報

告
者

の
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
、

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

以
下

同
じ

）又
は

法
人

番
号

。
。

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

個
人

番
。

。



三
三
頁

号
を

記
載

す
る

場
合

に
は

左
側

を
１

文
字

空
け

て
記

載
す

る
こ

と
、

。

第
十
六
号
の
四
十
様
式
（
提
出
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
四
十
様
式
（
提
出
用
）

挿
入

第
十
六
号
の
四
十
様
式
記
載
要
領
３
を
同
様
式
記
載
要
領
４
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
２
を
同
様
式
記
載
要
領
３
と
し
、

同
様
式
記
載
要
領
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
報

告
者

の
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
、

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

以
下

同
じ

。

）又
は

法
人

番
号

。

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

個
人

番
。

。

号
を

記
載

す
る

場
合

に
は

左
側

を
１

文
字

空
け

て
記

載
す

る
こ

と
、

。

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
（
提
出
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
（
提
出
用
）

挿
入

第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
記
載
要
領
８
を
同
様
式
記
載
要
領
９
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
４
か
ら
同
様
式
記
載
要
領
７
ま

で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
様
式
記
載
要
領
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



三
四
頁

４

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
報

告
者

の
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
、

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

以
下

同
じ

。

）又
は

法
人

番
号

。
（同

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

個
人

番
。

。

号
を

記
載

す
る

場
合

に
は

左
側

を
１

文
字

空
け

て
記

載
す

る
こ

と
、

。

第
十
六
号
の
四
十
二
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
六
号
の
四
十
二
様
式
の
表

挿
入

第
十
六
号
の
四
十
二
様
式
記
載
要
領
７
を
同
様
式
記
載
要
領
８
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
３
か
ら
同
様
式
記
載
要
領
６
ま

で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
様
式
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
報

告
者

の
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
、

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

以
下

同
じ

。

）又
は

法
人

番
号

。

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

個
人

番
。

。

号
を

記
載

す
る

場
合

に
は

左
側

を
１

文
字

空
け

て
記

載
す

る
こ

と
、

。

第
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



三
五
頁

第
十
七
号
様
式

挿
入

第
十
七
号
の
二
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
七
号
の
二
様
式

挿
入

第
十
七
号
の
二
様
式
別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
七
号
の
二
様
式
別
表

挿
入

第
十
八
号
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
八
号
様
式
の
表

挿
入

第
十
八
号
様
式
記
載
心
得
９
を
同
様
式
記
載
心
得

と
し
、
同
様
式
記
載
心
得
４
か
ら
同
様
式
記
載
心
得
８
ま
で
を
二
ず

11

つ
繰
り
下
げ
、
同
様
式
記
載
心
得
３
を
同
様
式
記
載
心
得
４
と
し
、
同
様
式
記
載
心
得
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５

「個
人

番
号

」欄
に

は
給

与
の

支
払

を
受

け
な

く
な

っ
た

者
の

個
人

番
号

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
、

。

第
十
八
号
様
式
記
載
心
得
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「給
与

支
払

者

（特
別

徴
収

義
務

者

）
」欄

中
の

「法
人

番
号

（個
人

番
号

）
」欄

に
は

給
与

支
払

者

（特
別

徴
、

収
義

務
者

）の
法

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
す

る
法

律
第



三
六
頁

２
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）又
は

個
人

番
号

（同
条

第
５

項
に

規
定

す
る

個
人

番
号

を
い

う
以

。
。

下
同

じ

）を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
な

お
個

人
番

号
を

記
載

す
る

場
合

に
は

左
側

を
１

文
字

空
け

て
記

載
し

て
。

。
、

、

く
だ

さ
い

。

第
二
十
号
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
号
様
式
の
表

挿
入

第
二
十
号
様
式
記
載
要
領

を
同
様
式
記
載
要
領

と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
４
か
ら
同
様
式
記
載
要
領

ま
で
を
一
ず

15

16

14

つ
繰
り
下
げ
、
同
様
式
記
載
要
領
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号
（行

政
手

続
に

お
け

る
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

、

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
二
十
号
様
式
別
表
一
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
号
様
式
別
表
一
の
表

挿
入

第
二
十
号
様
式
別
表
一
記
載
要
領
７
を
同
表
記
載
要
領
８
と
し
、
同
表
記
載
要
領
６
を
同
表
記
載
要
領
７
と
し
、
同
表
記

載
要
領
５
を
同
表
記
載
要
領
６
と
し
、
同
表
記
載
要
領
４
中
「
（別

表
６

の
２

(
１

)

）の
(
2
2
)
の

欄

」
を
「
（別

表
６

の
２



三
七
頁

(
１

)
付

表

）の
(
3
1
)
の

欄

」
に
改
め
、
同
表
記
載
要
領
４
を
同
表
記
載
要
領
５
と
し
、
同
表
記
載
要
領
３
を
同
表
記
載
要
領

４
と
し
、
同
表
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
、

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
二
十
号
様
式
別
表
四
の
三
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
号
様
式
別
表
四
の
三
の
表

挿
入

第
二
十
号
様
式
別
表
四
の
三
記
載
要
領
を
同
表
記
載
要
領
１
と
し
、
同
表
記
載
要
領
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号
（行

政
手

続
に

お
け

る
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

、

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
二
十
号
の
二
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
号
の
二
様
式
の
表

挿
入

第
二
十
号
の
二
様
式
記
載
要
領
５
を
同
様
式
記
載
要
領
６
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
４
を
同
様
式
記
載
要
領
５
と
し
、
同

様
式
記
載
要
領
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



三
八
頁

４

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
、

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。
第
二
十
号
の
三
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
号
の
三
様
式
の
表

挿
入

第
二
十
号
の
三
様
式
記
載
要
領
７
を
同
様
式
記
載
要
領
８
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
４
か
ら
同
様
式
記
載
要
領
６
ま
で
を

一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
様
式
記
載
要
領
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
、

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
二
十
二
号
の
二
の
二
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
二
号
の
二
の
二
様
式
の
表

挿
入

第
二
十
二
号
の
二
の
二
様
式
記
載
要
領
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
、

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。



三
九
頁

第
二
十
二
号
の
三
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
二
号
の
三
様
式
の
表

挿
入

第
二
十
二
号
の
三
様
式
記
載
要
領
４
を
同
様
式
記
載
要
領
５
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４

「法
人

番
号

」欄
に

は
法

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利
用

等
に

関
、

す
る

法
律

第
２

条
第

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
二
十
二
号
の
四
様
式
の
表
中
「法

人
番

号

」
を
「管

理
番

号

」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
三
号
様
式

挿
入

第
二
十
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
四
号
様
式

挿
入

第
二
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
五
号
様
式

挿
入

第
二
十
六
号
様
式
（
提
出
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



四
〇
頁

第
二
十
六
号
様
式
（
提
出
用
）

挿
入

第
二
十
六
号
様
式
記
載
要
領
３
を
同
様
式
記
載
要
領
４
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
所

有
者

の
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
、

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

以
下

同
じ

。

）又
は

法
人

番
号

。

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
な

お
個

人
番

号
を

記
載

す
る

場
合

に
は

。
。

、
、

左
側

を
１

文
字

空
け

て
記

載
す

る
こ

と
。

第
二
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
七
号
様
式

挿
入

第
二
十
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
八
号
様
式

挿
入

第
二
十
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
九
号
様
式

挿
入

第
三
十
号
様
式
の
表
（
別
表
を
除
く
。
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



四
一
頁

第
三
十
号
様
式
の
表
（
別
表
を
除
く
。
）

挿
入

第
三
十
号
様
式
記
載
要
領
４
を
同
様
式
記
載
要
領
５
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
３
を
同
様
式
記
載
要
領
４
と
し
、
同
様
式

記
載
要
領
２
を
同
様
式
記
載
要
領
３
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
所

有
者

の
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
、

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

以
下

同
じ

。

）又
は

法
人

番
号

。

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
な

お
個

人
番

号
を

記
載

す
る

場
合

に
は

。
。

、
、

左
側

を
１

文
字

空
け

て
記

載
す

る
こ

と
。

第
三
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
一
号
様
式

挿
入

第
三
十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
二
号
様
式

挿
入

第
三
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
三
号
様
式

挿
入



四
二
頁

第
三
十
四
号
の
二
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
四
号
の
二
様
式
の
表

挿
入

第
三
十
四
号
の
二
様
式
記
載
要
領
７
を
同
様
式
記
載
要
領
８
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
３
か
ら
同
様
式
記
載
要
領
６
ま
で

を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
様
式
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
申

告
者

が
個

人
の

場
合

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
、

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
し

。
、

法
人

の
場

合
に

は
法

人
番

号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
三
十
四
号
の
二
の
二
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
四
号
の
二
の
二
様
式
の
表

挿
入

第
三
十
四
号
の
二
の
二
様
式
記
載
要
領
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
申

告
者

が
個

人
の

場
合

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
、

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
し

。
、

法
人

の
場

合
に

は
法

人
番

号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。



四
三
頁

第
三
十
四
号
の
二
の
六
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
四
号
の
二
の
六
様
式
の
表

挿
入

第
三
十
四
号
の
二
の
六
様
式
記
載
要
領
４
を
同
様
式
記
載
要
領
５
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
３
を
同
様
式
記
載
要
領
４
と

し
、
同
様
式
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
申

告
者

が
個

人
の

場
合

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
、

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
し

。
、

法
人

の
場

合
に

は
法

人
番

号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
三
十
四
号
の
五
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
四
号
の
五
様
式
の
表

挿
入

第
三
十
四
号
の
五
様
式
記
載
要
領

を
同
様
式
記
載
要
領

と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
３
か
ら
同
様
式
記
載
要
領

ま
で

12

13

11

を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
様
式
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
納

税
義

務
者

の
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
、

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

以
下

同
じ

。

）又
は

法
人

。



四
四
頁

番
号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
な

お
個

人
番

号
を

記
載

す
る

場
合

に
。

。
、

は
左

側
を

１
文

字
空

け
て

記
載

す
る

こ
と

、
。

第
三
十
四
号
の
六
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
四
号
の
六
様
式
の
表

挿
入

第
三
十
四
号
の
六
様
式
記
載
心
得
４
を
同
様
式
記
載
心
得
５
と
し
、
同
様
式
記
載
心
得
３
を
同
様
式
記
載
心
得
４
と
し
、

同
様
式
記
載
心
得
２
を
同
様
式
記
載
心
得
３
と
し
、
同
様
式
記
載
心
得
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号
」欄

に
は

申
請

者
の

個
人

番
号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
、

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

以
下

同
じ

。

）又
は

法
人

番
号

。

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
な

お
個

人
番

号
を

記
載

す
る

場
合

に
は

。
。

、
、

左
側

を
１

文
字

空
け

て
記

載
す

る
こ

と
。

第
三
十
四
号
の
七
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
四
号
の
七
様
式

挿
入

第
三
十
四
号
の
八
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



四
五
頁

第
三
十
四
号
の
八
様
式

挿
入

第
三
十
四
号
の
九
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
四
号
の
九
様
式

挿
入

第
三
十
四
号
の
十
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
四
号
の
十
様
式

挿
入

第
三
十
四
号
の
十
一
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
四
号
の
十
一
様
式
の
表

挿
入

第
三
十
四
号
の
十
一
様
式
記
載
心
得
７
を
同
様
式
記
載
心
得
８
と
し
、
同
様
式
記
載
心
得
３
か
ら
同
様
式
記
載
心
得
６
ま

で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
様
式
記
載
心
得
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
納

税
義

務
者

の
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
、

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

以
下

同
じ

。

）又
は

法
人

。

番
号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
な

お
個

人
番

号
を

記
載

す
る

場
合

に
。

。
、

は
左

側
を

１
文

字
空

け
て

記
載

す
る

こ
と

、
。



四
六
頁

第
三
十
四
号
の
十
二
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
四
号
の
十
二
様
式

挿
入

第
四
十
四
号
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
四
号
様
式
の
表

挿
入

第
四
十
四
号
様
式
記
載
心
得

中
「⑳

の
欄

は
申

告
納

付
す

べ
き

」
を
「⑱

及
び

⑲
の

欄
は

資
産

割
及

び
従

業
者

割

17

、
、

の
合

計
の

」
に
改
め
、
同
様
式
記
載
心
得

を
同
様
式
記
載
心
得

と
し
、
同
様
式
記
載
心
得

中
「⑯

」
を
「⑮

」
に
改

17

18

16

め
、
同
様
式
記
載
心
得

を
同
様
式
記
載
心
得

と
し
、
同
様
式
記
載
心
得

中
「⑮

」
を
「⑭

」
に
改
め
、
同
様
式
記
載

16

17

15

心
得

を
同
様
式
記
載
心
得

と
し
、
同
様
式
記
載
心
得

中
「⑭

」
を
「⑬

」
に
改
め
、
同
様
式
記
載
心
得

を
同
様
式

15

16

14

14

記
載
心
得

と
し
、
同
様
式
記
載
心
得

中
「⑬
」
を
「⑫

」
に
改
め
、
同
様
式
記
載
心
得

を
同
様
式
記
載
心
得

と
し
、

15

13

13

14

同
様
式
記
載
心
得
３
か
ら
同
様
式
記
載
心
得

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
様
式
記
載
心
得
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

12

る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
、

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

以
下

同
じ

。

）又
は

法
人

番
号

（同
条

第
。



四
七
頁

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
な

お
個

人
番

号
を

記
載

す
る

場
合

に
は

左
側

を
１

。
。

、
、

文
字

空
け

て
記

載
す

る
こ

と
。

第
四
十
四
号
様
式
中
「第

4
4
号

様
式

記
載

心
得

」
を
「第

4
4
号

様
式

記
載

要
領

」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
号
様
式
別
表
一
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
四
号
様
式
別
表
一
の
表

挿
入

第
四
十
四
号
様
式
別
表
一
記
載
心
得

を
同
表
記
載
心
得

と
し
、
同
表
記
載
心
得
３
か
ら
同
表
記
載
心
得

ま
で
を
一

11

12

10

ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
記
載
心
得
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
、

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

以
下

同
じ

。

）又
は

法
人

番
号

（同
条

第
。

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
な

お
個

人
番

号
を

記
載

す
る

場
合

に
は

左
側

を
１

。
。

、
、

文
字

空
け

て
記

載
す

る
こ

と
。

第
四
十
四
号
様
式
別
表
一
中
「第

4
4
号

様
式

別
表

１
記

載
心

得

」
を
「第

4
4
号

様
式

別
表

１
記

載
要

領

」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
号
様
式
別
表
二
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



四
八
頁

第
四
十
四
号
様
式
別
表
二
の
表

挿
入

第
四
十
四
号
様
式
別
表
二
記
載
心
得
６
を
同
表
記
載
心
得
７
と
し
、
同
表
記
載
心
得
３
か
ら
同
表
記
載
心
得
５
ま
で
を
一

ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
記
載
心
得
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
、

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

以
下

同
じ

。

）又
は

法
人

番
号

（同
条

第
。

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
な

お
個

人
番

号
を

記
載

す
る

場
合

に
は

左
側

を
１

。
。

、
、

文
字

空
け

て
記

載
す

る
こ

と
。

第
四
十
四
号
様
式
別
表
二
中
「第

4
4
号

様
式

別
表

２
記

載
心

得

」
を
「第

4
4
号

様
式

別
表

２
記

載
要

領

」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
号
様
式
別
表
三
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
四
号
様
式
別
表
三
の
表

挿
入

第
四
十
四
号
様
式
別
表
三
記
載
心
得
５
を
同
表
記
載
心
得
６
と
し
、
同
表
記
載
心
得
４
を
同
表
記
載
心
得
５
と
し
、
同
表

記
載
心
得
３
を
同
表
記
載
心
得
４
と
し
、
同
表
記
載
心
得
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
、



四
九
頁

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

以
下

同
じ

。

）又
は

法
人

番
号

（同
条

第
。

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
な

お
個

人
番

号
を

記
載

す
る

場
合

に
は

左
側

を
１

。
。

、
、

文
字

空
け

て
記

載
す

る
こ

と
。

第
四
十
四
号
様
式
別
表
三
中
「第

4
4
号

様
式

別
表

３
記

載
心

得

」
を
「第

4
4
号

様
式

別
表

３
記

載
要

領

」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
号
様
式
別
表
四
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
四
号
様
式
別
表
四
の
表

挿
入

第
四
十
四
号
様
式
別
表
四
記
載
心
得
６
を
同
表
記
載
心
得
７
と
し
、
同
表
記
載
心
得
３
か
ら
同
表
記
載
心
得
５
ま
で
を
一

ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
記
載
心
得
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
、

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

以
下

同
じ

。

）又
は

法
人

番
号

（同
条

第
。

1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
な

お
個

人
番

号
を

記
載

す
る

場
合

に
は

左
側

を
１

。
。

、
、

文
字

空
け

て
記

載
す

る
こ

と
。

第
四
十
四
号
様
式
別
表
四
中
「第

4
4
号

様
式

別
表

４
記

載
心

得

」
を
「第

4
4
号

様
式

別
表

４
記

載
要

領

」
に
改
め
る
。



五
〇
頁

第
四
十
八
号
の
二
様
式
（
提
出
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
八
号
の
二
様
式
（
提
出
用
）

挿
入

第
四
十
八
号
の
二
様
式
記
載
要
領
８
を
同
様
式
記
載
要
領
９
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
３
か
ら
同
様
式
記
載
要
領
７
ま
で

を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
様
式
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
申

告
者

が
個

人
の

場
合

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
、

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
し

。
、

法
人

の
場

合
に

は
法

人
番

号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
四
十
八
号
の
二
様
式
別
表
（
提
出
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
八
号
の
二
様
式
別
表
（
提
出
用
）

挿
入

第
四
十
八
号
の
二
様
式
別
表
記
載
要
領
４
を
同
表
記
載
要
領
５
と
し
、
同
表
記
載
要
領
３
を
同
表
記
載
要
領
４
と
し
、
同

表
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
申

告
者

が
個

人
の

場
合

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
、

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
し

。
、



五
一
頁

法
人

の
場

合
に

は
法

人
番

号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
四
十
八
号
の
三
様
式
（
提
出
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
八
号
の
三
様
式
（
提
出
用
）

挿
入

第
四
十
八
号
の
三
様
式
記
載
要
領
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
申

告
者

が
個

人
の

場
合

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
、

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
し

。
、

法
人

の
場

合
に

は
法

人
番

号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
四
十
八
号
の
四
様
式
（
提
出
用
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
八
号
の
四
様
式
（
提
出
用
）

挿
入

第
四
十
八
号
の
四
様
式
記
載
要
領
４
を
同
様
式
記
載
要
領
５
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
３
を
同
様
式
記
載
要
領
４
と
し
、

同
様
式
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
申

告
者

が
個

人
の

場
合

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
、

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
し

。
、



五
二
頁

法
人

の
場

合
に

は
法

人
番

号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
四
十
八
号
の
五
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
八
号
の
五
様
式
の
表

挿
入

第
四
十
八
号
の
五
様
式
記
載
要
領
７
を
同
様
式
記
載
要
領
８
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
３
か
ら
同
様
式
記
載
要
領
６
ま
で

を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
様
式
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
申

告
者

が
個

人
の

場
合

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
、

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
し

。
、

法
人

の
場

合
に

は
法

人
番

号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
四
十
八
号
の
六
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
八
号
の
六
様
式
の
表

挿
入

第
四
十
八
号
の
六
様
式
記
載
要
領
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
申

告
者

が
個

人
の

場
合

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
、

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
し

。
、



五
三
頁

法
人

の
場

合
に

は
法

人
番

号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
四
十
八
号
の
九
様
式
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
八
号
の
九
様
式
の
表

挿
入

第
四
十
八
号
の
九
様
式
記
載
要
領
４
を
同
様
式
記
載
要
領
５
と
し
、
同
様
式
記
載
要
領
３
を
同
様
式
記
載
要
領
４
と
し
、

同
様
式
記
載
要
領
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３

「個
人

番
号

又
は

法
人

番
号

」欄
に

は
申

告
者

が
個

人
の

場
合

は
個

人
番

号

（行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
、

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

５
項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
し

。
、

法
人

の
場

合
に

は
法

人
番

号

（同
条

第
1
5
項

に
規

定
す

る
法

人
番

号
を

い
う

）を
記

載
す

る
こ

と
。

。

第
四
十
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
九
号
様
式

挿
入

第
五
十
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
号
様
式

挿
入

第
五
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



五
四
頁

第
五
十
一
号
様
式

挿
入

第
五
十
一
号
の
二
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
一
号
の
二
様
式

挿
入

第
五
十
五
号
の
三
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
五
号
の
三
様
式

挿
入

第
五
十
五
号
の
四
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
五
号
の
四
様
式

挿
入

第
五
十
五
号
の
五
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
五
号
の
五
様
式

挿
入

第
五
十
五
号
の
六
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
五
号
の
六
様
式

挿
入

第
五
十
五
号
の
七
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
五
号
の
七
様
式

挿
入



五
五
頁

（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
六
年
総
務
省
令
第
九
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

地
方
税
法
施
行
規
則
第
八
条
の
十
八
第
一
号
及
び
第
八
条
の
三
十
九
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
を
削
り
、
同
令
附
則
第

二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
項
第
一
号
ロ
の
改
正
規
定
中
「
及
び
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
」
を
「
及
び
個
人
番

号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個

人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
法
人
番
号
（
同
法
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。

附
則
第
一
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

第
九
条
の
六
第
一
号
及
び
第
九
条
の
八
第
四
項
の
改
正
規
定

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。

）
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
四
月
一
日

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
」
を
「
施
行
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
条
中
「
第
八
条
の
十
八
第
一
号
並
び
に
」
及
び
「
法
第
百
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
修
正
申
告
書
又
は
」



五
六
頁

を
削
り
、
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
四
第
九
項
第
二
号
、
第
十
二
号
の
二
様
式
の
表
及
び
第
二
十
二
号
の
四

様
式
の
表
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
十
三
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
七
号
の
二
様
式
別
表
の
改
正
規
定
及
び
次
条
第
七
項
の
規
定

平
成
二
十
七
年
十

月
一
日

三

附
則
第
六
条
及
び
第
十
条
の
規
定

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

四

第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
八
号
様
式
の
表
及
び
同
様
式
記
載
心
得
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
第
八
項
の
規

定

平
成
二
十
九
年
一
月
一
日



五
七
頁

（
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
号
様
式
別
表
裏
面
は
、

平
成
二
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
七
年
度
分
ま
で

の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
規
則
第
五
号
の
四
様
式
か
ら
第
五
号
の
七
様
式
ま
で
、
第
十
七
号
様
式
、
第
十
七
号
の
二
様
式
、
第
五
十
五
号
の
三
様

式
及
び
第
五
十
五
号
の
四
様
式
は
、
平
成
二
十
九
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て

適
用
し
、
平
成
二
十
八
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
規
則
第
五
号
の
八
様
式
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
提
出
さ
れ
る
地
方
税
法

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
の
五
及
び
第
三
百
二
十
八
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
提
出
さ
れ
た
法
第
五
十
条
の
五
及
び
第
三
百
二
十
八
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

新
規
則
第
十
二
号
の
三
様
式
、
第
十
二
号
の
五
様
式
及
び
第
十
二
号
の
六
様
式
は
、
施
行
日
以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き

法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
利
子
等
に
係
る
法
第
七
十
一
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
又
は



五
八
頁

新
規
則
第
三
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
納
入
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
同
号
に
規
定
す
る

利
子
等
に
係
る
法
第
七
十
一
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
又
は
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施

行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
納
入
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

新
規
則
第
十
二
号
の
七
様
式
、
第
十
二
号
の
九
様
式
、
第
十
二
号
の
十
三
様
式
及
び
第
十
二
号
の
十
五
様
式
は
、
施
行
日

以
後
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
十
五
号
に
規
定
す
る
特
定
配
当
等
に
係
る
法
第
七
十
一
条
の
三
十
一

第
二
項
（
法
附
則
第
三
十
五
条
の
二
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
又
は
新
規
則
第
三
条
の
十
第
二
項
（
新
規
則
附
則
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
納
入
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
同
号

に
規
定
す
る
特
定
配
当
等
に
係
る
法
第
七
十
一
条
の
三
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
又
は
旧
規
則
第
三
条
の
十
第

二
項
（
旧
規
則
附
則
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
納
入
書
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６

新
規
則
第
十
二
号
の
十
様
式
及
び
第
十
二
号
の
十
二
様
式
は
、
施
行
日
以
後
に
生
じ
る
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
十
七
号

に
規
定
す
る
特
定
株
式
等
譲
渡
所
得
金
額
に
係
る
法
第
七
十
一
条
の
五
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
又
は
新
規
則



五
九
頁

第
三
条
の
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
納
入
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
生
じ
た
同
号
に
規
定
す
る
特
定
株
式
等
譲
渡

所
得
金
額
に
係
る
法
第
七
十
一
条
の
五
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
又
は
旧
規
則
第
三
条
の
十
二
第
二
項
に
規
定

す
る
納
入
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

７

新
規
則
第
十
七
号
の
二
様
式
別
表
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
以
後
に
法
第
三
百
十
七
条
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

提
出
す
る
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
同
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
同
項

に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

８

新
規
則
第
十
八
号
様
式
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
以
後
に
給
与
の
支
払
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
る
者
に
係
る
法
第
三

百
十
七
条
の
六
第
二
項
又
は
第
三
百
二
十
一
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
給
与
の
支

払
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
っ
た
者
に
係
る
法
第
三
百
十
七
条
の
六
第
二
項
又
は
第
三
百
二
十
一
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

９

新
規
則
附
則
第
二
条
の
五
の
規
定
及
び
第
五
十
五
号
の
五
様
式
か
ら
第
五
十
五
号
の
七
様
式
ま
で
は
、
施
行
日
以
後
に
支

出
す
る
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
寄
付
金
に
係
る
法
附
則
第

七
条
第
三
項
及
び
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
同
条
第
四
項
及
び
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
同
条
第
五
項
及
び



六
〇
頁

第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
支
出
し
た
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
及
び
第
三

百
十
四
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
寄
付
金
に
係
る
法
附
則
第
七
条
第
三
項
及
び
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
同
条

第
四
項
及
び
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
同
条
第
五
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

新
規
則
第
一
号
様
式
、
第
六
号
様
式
記
載
要
領
（
同
様
式
記
載
要
領

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
十
号
の
三
様
式
、

10

21

第
十
号
の
四
様
式
、
第
十
号
の
五
様
式
、
第
十
三
号
の
二
様
式
、
第
十
四
号
様
式
及
び
第
二
十
二
号
の
二
の
二
様
式
は
、
施

行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
法
第
十
五
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
、
法
第
二
十
条
の
九
の
三
第
一
項
及
び
第

二
項
、
第
五
十
三
条
の
二
並
び
に
第
三
百
二
十
一
条
の
八
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求
、
法
第
五
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
同
条
第
二
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
並
び
に
法

第
七
百
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書

の
提
出
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
同
条
第
二
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
、
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
、

第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
、
第
三
百
二
十
一
条
の
十
一
の
二
第
一
項
及
び
第
三
百
二
十
一
条
の
十
一
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
申
請
又
は
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
三
号
。
以
下
「
平
成
二
十
五
年
改
正
法
」
と



六
一
頁

い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
五
十
三
条
第
三
十
八
項
及
び
第
三
十
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て

適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
法
第
十
五
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
、
法
第
二
十
条
の
九
の
三
第
一

項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
三
条
の
二
並
び
に
第
三
百
二
十
一
条
の
八
の
二
の
規
定
に
よ
る
請
求
、
法
第
五
十
三
条
第
一
項
及

び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
同
条
第
二
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出

並
び
に
法
第
七
百
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
法
第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
申
告
書
の
提
出
並
び
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
同
条
第
二
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
、
法
第
五
十
五
条
の
二

第
一
項
、
第
五
十
五
条
の
四
第
一
項
、
第
三
百
二
十
一
条
の
十
一
の
二
第
一
項
及
び
第
三
百
二
十
一
条
の
十
一
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
申
請
又
は
平
成
二
十
五
年
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
五
十
三
条
第
四
十
四
項
及
び
第
四

十
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

新
規
則
第
六
号
様
式
の
表
、
同
様
式
記
載
要
領
（
同
様
式
記
載
要
領
４
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
様
式
別
表
一
の
表
、

11
同
様
式
別
表
一
記
載
要
領
（
同
表
記
載
要
領
３
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
号
の
二
様
式
、
第
七
号
様
式
、
第
十
一
号

様
式
、
第
二
十
号
様
式
、
同
様
式
別
表
一
の
表
、
同
様
式
別
表
一
記
載
要
領
（
同
表
記
載
要
領
３
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、

同
様
式
別
表
四
の
三
、
第
二
十
号
の
二
様
式
、
第
二
十
号
の
三
様
式
及
び
第
二
十
二
号
の
三
様
式
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始



六
二
頁

す
る
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
事
業
年
度
に
係
る
法

人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及

び
市
町
村
民
税
並
び
に
施
行
日
前
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

新
規
則
第
六
号
様
式
別
表
一
記
載
要
領
（
同
表
記
載
要
領
５
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二
十
号
様
式
別
表
一
記
載

12
要
領
（
同
表
記
載
要
領
５
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税

及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
連
結
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い

て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
並
び
に
施
行
日
前
に
終
了
し

た
連
結
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

新
規
則
第
一
号
様
式
、
第
十
号
の
二
様
式
、
第
十
号
の
三
様
式
、
第
十
号
の
五
様
式
、
第
十
三
号
様
式
、
第
十
三
号

の
二
様
式
及
び
第
十
四
号
様
式
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
法
第
十
五
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
、

法
第
二
十
条
の
九
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
三
十
三
の
二
並
び
に
第
七
十
二
条
の
四
十
八
の
二
第
四
項
の



六
三
頁

規
定
に
よ
る
請
求
、
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
二
項
（
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
第
七
十
二
条
の
二
十

八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
第
四
項
（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び

第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
並
び
に
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定

を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
、
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第

三
項
及
び
第
五
項
（
法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
第
七
十
二
条
の
二
十
九
第
二
項
に
お

い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
、
法
第
七

十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
一
項
及
び
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
地
方
税
法
施
行
令
（
以
下

「
政
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
の
四
第
四
項
（
政
令
第
二
十
四
条
の
四
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
又
は
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平

成
二
十
六
年
総
務
省
令
第
九
十
六
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
後

の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
六
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
法
第
十
五
条

の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
、
法
第
二
十
条
の
九
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
三
十
三
の
二
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並
び
に
第
七
十
二
条
の
四
十
八
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
、
法
第
七
十
二
条
の
二
十
五
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
承
認
の
申
請
、
同
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
、
法
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
二
第
一
項
及

び
第
七
十
二
条
の
三
十
九
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
政
令
第
二
十
四
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提

出
又
は
平
成
二
十
六
年
改
正
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
六
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
規
則
第
六
号
様
式
の
表
、
同
様
式
記
載
要
領
（
同
様
式
記
載
要
領
４
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
同
様
式
別
表
五
、
同

様
式
別
表
五
の
二
、
同
様
式
別
表
五
の
二
の
二
、
同
様
式
別
表
五
の
二
の
三
、
同
様
式
別
表
五
の
三
、
同
様
式
別
表
五
の
四
、

同
様
式
別
表
五
の
五
、
同
様
式
別
表
十
四
及
び
第
七
号
様
式
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業

税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
規
則
第
十
四
号
の
二
様
式
は
、
施
行
日
の
属
す
る
年
以
後
の
年
分
の
所
得
に
係
る
個
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

施
行
日
の
属
す
る
年
の
前
年
以
前
の
年
分
の
所
得
に
係
る
個
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

新
規
則
附
則
第
四
条
第
十
二
項
第
一
号
及
び
第
十
三
項
第
一
号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
政
令
附
則
第



六
五
頁

十
条
第
十
八
項
又
は
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
政
令
附
則
第
十
条
第
十
八

項
又
は
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
道
府
県
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

新
規
則
第
十
六
号
様
式
、
同
様
式
別
表
、
第
十
六
号
の
二
様
式
、
同
様
式
別
表
、
第
十
六
号
の
三
様
式
、
第
十
六
号

の
五
様
式
か
ら
第
十
六
号
の
八
様
式
ま
で
及
び
第
四
十
八
号
の
二
様
式
か
ら
第
四
十
八
号
の
四
様
式
ま
で
は
、
施
行
日
以
後

に
行
わ
れ
る
法
第
七
十
四
条
の
二
第
一
項
の
売
渡
し
又
は
同
条
第
二
項
の
売
渡
し
若
し
く
は
消
費
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
売
渡
し
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
製
造
た
ば
こ
に
対
し
て
課
す
べ
き
道
府
県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

に
行
わ
れ
た
売
渡
し
等
に
係
る
製
造
た
ば
こ
に
対
し
て
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
道
府
県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
手
持
品
課
税
に
係
る
道
府
県
た
ば
こ
税
の
申
告
方
法
等
）

第
六
条

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
二
号
。
以
下
「
平
成
二
十
七
年
改
正
法
」
と
い
う
。

）
附
則
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
の
様
式
は
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
も

の
と
す
る
。
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２

平
成
二
十
七
年
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
卸
売
販
売
業
者
等
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売

業
者
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
小
売
販
売
業
者
が
道
府
県
た
ば
こ
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
納
付

す
る
と
き
は
、
当
該
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
新
規
則
第
十
六
号
の
四
様
式
に
よ
る
納
付
書
を
添
え
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３

平
成
二
十
七
年
改
正
法
附
則
第
十
二
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
は
、

新
規
則
第
八
条
の
六
、
第
八
条
の
七
又
は
第
八
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
七
十
四
条
の
十
第
一
項
若
し
く
は

第
三
項
、
第
二
項
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
添
付
す
べ
き
新
規
則
第
十
六
号
の
五
様
式
に
よ
る
書
類
中
「返

還

の
理

由
及

び
そ

の
他

参
考

と
な

る
べ

き
事

項

」
欄
に
、
当
該
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
平
成
二
十
七
年
改
正
法
附

則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
紙
巻
た
ば
こ
三
級
品
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
紙
巻
た
ば
こ
三
級
品
」
と
い
う
。
）
に

つ
い
て
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
道
府
県
た
ば
こ
税
が
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
旨
を
証
す
る
に
足
り

る
書
類
に
基
づ
い
て
、
当
該
返
還
に
係
る
紙
巻
た
ば
こ
三
級
品
の
品
目
ご
と
の
本
数
を
記
載
し
た
上
で
同
様
式
に
よ
る
書
類

を
同
申
告
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条

新
規
則
第
十
六
号
の
十
様
式
及
び
第
十
六
号
の
三
十
七
様
式
か
ら
第
十
六
号
の
四
十
一
様
式
ま
で
は
、
施
行
日
の
属
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す
る
月
以
後
の
月
分
の
法
第
百
四
十
四
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
又
は
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
五
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
の
属
す
る
月
の
前
月
以
前
の
月
分
の
法
第
百
四
十
四
条
の
十
四
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
申
告
又
は
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
規
則
第
十
六
号
の
四
十
二
様
式
は
、
施
行
日
以
後
の
軽
油
の
製
造
に
係
る
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
五
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
軽
油
の
製
造
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

３

新
規
則
第
十
六
号
の
十
二
様
式
、
第
十
六
号
の
十
四
様
式
、
第
十
六
号
の
十
六
様
式
、
第
十
六
号
の
十
六
の
二
様
式
、
第

十
六
号
の
十
七
様
式
、
第
十
六
号
の
十
七
の
二
様
式
、
第
十
六
号
の
二
十
五
様
式
、
第
十
六
号
の
二
十
八
様
式
、
第
十
六
号

の
二
十
九
様
式
、
第
十
六
号
の
三
十
一
様
式
、
第
十
六
号
の
三
十
二
様
式
、
第
十
六
号
の
三
十
三
様
式
、
第
十
六
号
の
三
十

五
様
式
及
び
第
十
六
号
の
三
十
六
様
式
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
法
第
百
四
十
四
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申

告
、
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
政
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の

提
出
、
政
令
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書

の
提
出
、
政
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
、
政
令
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
八
項
に
お
い
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て
準
用
す
る
政
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
、
法
第
百
四
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
申
請
、
法
第
百
四
十
四
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
法
第
百
四
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
、

新
規
則
第
八
条
の
四
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
申
請
書
の
提
出
、
新
規
則
第
八
条
の
四
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

承
認
申
請
書
の
提
出
、
新
規
則
第
八
条
の
四
十
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
申
請
書
の
提
出
、
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十

四
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
四
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
法
第
百
四
十
四
条
の
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
、
法
第
百
四
十

四
条
の
三
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
政
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
、
政
令
附
則

第
十
条
の
二
の
二
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
、
政
令
第

四
十
三
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
、
政
令
附
則
第
十
条
の
二
の
二
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
政
令

第
四
十
三
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
提
出
、
法
第
百
四
十
四
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
法
第

百
四
十
四
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
法
第
百
四
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
、
旧
規
則
第
八
条
の

四
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
申
請
書
の
提
出
、
旧
規
則
第
八
条
の
四
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
申
請
書
の
提

出
、
旧
規
則
第
八
条
の
四
十
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
申
請
書
の
提
出
、
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
四
第
一
項
若
し
く
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は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
四
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条

新
規
則
第
二
十
三
号
様
式
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
法
第
三
百
四
十
九
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に

つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
法
第
三
百
四
十
九
条
の
四
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

２

新
規
則
第
二
十
四
号
様
式
、
第
二
十
五
号
様
式
、
第
二
十
六
号
様
式
、
第
二
十
七
号
様
式
か
ら
第
三
十
号
様
式
ま
で
及
び

第
三
十
一
号
様
式
か
ら
第
三
十
三
号
様
式
ま
で
は
、
平
成
二
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

平
成
二
十
七
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
市
町
村
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条

新
規
則
第
十
六
号
の
五
様
式
、
第
十
六
号
の
六
様
式
、
同
様
式
別
表
、
第
三
十
四
号
の
二
様
式
、
第
三
十
四
号
の
二

の
二
様
式
、
第
三
十
四
号
の
二
の
六
様
式
、
第
四
十
八
号
の
五
様
式
、
第
四
十
八
号
の
六
様
式
及
び
第
四
十
八
号
の
九
様
式

は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
る
法
第
四
百
六
十
五
条
第
一
項
の
売
渡
し
又
は
同
条
第
二
項
の
売
渡
し
若
し
く
は
消
費
等
（
以
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下
こ
の
項
に
お
い
て
「
売
渡
し
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
製
造
た
ば
こ
に
対
し
て
課
す
べ
き
市
町
村
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
適

用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
売
渡
し
等
に
係
る
製
造
た
ば
こ
に
対
し
て
課
し
た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
市
町
村
た
ば

こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
手
持
品
課
税
に
係
る
市
町
村
た
ば
こ
税
の
申
告
方
法
等
）

第
十
条

平
成
二
十
七
年
改
正
法
附
則
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
及
び
こ
れ
に
係
る
修
正
申
告
書
の
様
式
は
、

別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

平
成
二
十
七
年
改
正
法
附
則
第
二
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
卸
売
販
売
業
者
等
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売

業
者
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
小
売
販
売
業
者
が
市
町
村
た
ば
こ
税
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
納
付

す
る
と
き
は
、
当
該
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
新
規
則
第
三
十
四
号
の
二
の
五
様
式
に
よ
る
納
付
書
を
添
え
て
納
付
す
る
も
の

と
す
る
。

３

平
成
二
十
七
年
改
正
法
附
則
第
二
十
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
は
、

新
規
則
第
十
六
条
の
二
の
五
又
は
第
十
六
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
四
百
七
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
添
付
す
べ
き
新
規
則
第
十
六
号
の
五
様
式
に
よ
る
書
類
中
「返

還
の

理
由

及
び

そ
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の
他

参
考

と
な

る
べ

き
事

項

」
欄
に
、
当
該
控
除
又
は
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
平
成
二
十
七
年
改
正
法
附
則
第
二
十
条
第

一
項
に
規
定
す
る
紙
巻
た
ば
こ
三
級
品
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
紙
巻
た
ば
こ
三
級
品
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
た
ば
こ
税
が
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
旨
を
証
す
る
に
足
り
る
書
類
に
基
づ

い
て
、
当
該
返
還
に
係
る
紙
巻
た
ば
こ
三
級
品
の
品
目
ご
と
の
本
数
を
記
載
し
た
上
で
同
様
式
に
よ
る
書
類
を
同
申
告
書
に

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条

新
規
則
第
三
十
四
号
の
五
様
式
か
ら
第
三
十
四
号
の
十
様
式
ま
で
及
び
第
四
十
九
号
様
式
か
ら
第
五
十
一
号
の
二

様
式
ま
で
（
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
二
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分

の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
七
年
度
分
ま
で
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別

土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

新
規
則
第
三
十
四
号
の
五
様
式
か
ら
第
三
十
四
号
の
十
様
式
ま
で
及
び
第
四
十
九
号
様
式
か
ら
第
五
十
一
号
の
二
様
式
ま

で
（
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
施
行
日
以
後
の
土
地
の
取
得
に
対

し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
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て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
規
則
第
三
十
四
号
の
十
一
様
式
及
び
第
三
十
四
号
の
十
二
様
式
は
、
平
成
二
十
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
遊
休
土
地
に

対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
七
年
度
分
ま
で
の
遊
休
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地

保
有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
二
条

新
規
則
第
四
十
四
号
様
式
及
び
同
様
式
別
表
一
か
ら
別
表
四
ま
で
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の

法
人
の
事
業
及
び
平
成
二
十
八
年
以
後
の
年
分
の
個
人
の
事
業
に
対
し
て
課
す
べ
き
事
業
所
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日

前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
及
び
平
成
二
十
七
年
分
ま
で
の
個
人
の
事
業
に
対
し
て
課
す
る
事
業
所
税
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

地
方
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
七
年
総
務
省
令
第
三
十
八
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

附
則
第
十
二
条
の
う
ち
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
八
条
の
三
の
三
の
改
正
規
定
中
「
同
項
を
同
条
第
五
項
」
を
「
同
項
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第
一
号
中
「
第
八
項
第
一
号
」
を
「
第
七
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「
附
則
第
三
十
条
第
四

項
第
二
号
」
に
改
め
」
の
下
に
「
、
同
項
第
一
号
中
「
第
九
項
第
一
号
」
を
「
第
八
項
第
一
号
」
に
改
め
」
を
加
え
る
。

別
記
第
一
号
様
式

挿
入

別
紙
131

別
記
第
二
号
様
式

挿
入

別
紙
132


